
～令和８年度きたかみ景観資産～

北上市では、市民・事業者・行政の協働による景観形成を推進しております。

そのひとつとして「きたかみ景観資産認定制度」を設け、地域の景観資源の価値を
見直し、認め合うことで、景観をきっかけとしたまちづくり活動につなげ、貴重な資産
として次世代へ残していくことを目指しています。

昨年度までに119か所にも及ぶ景観資産が認定されており、景観資産を通じてのまち
づくり活動が活発に行われています。

地域の大切な景観資源と、それを守り・創り・育てる活動に対して認定および市民
への周知を行うことで、地域住民や事業者の皆さんが主体となって取り組む景観形成活
動を応援して行きます。

◆認定された景観資産の一例

市ホームページはこちら

認定No13
本通りカナダカエデ
色づく歩道

認定No121
出発進行！
未来へむかう展勝地SL

認定No5
親水公園お滝さん

認定No120
鳩岡崎親水公園(ビオトープ)

あなたが守り育てている景観を
に認定します！

＜募集要項＞

きたかみの資産

令和８年８月31日（月）令和８年７月１日（水）

認定No122
荘厳を極める麓山神社




